
運営指導における主な指摘事項
～居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護～

高知県福祉指導課　介護指導担当

令和７年度　集団指導
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資料３
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※福祉指導課介護指導担当が令和７年度に実施した運営指導に
おける主な指摘事例及び注意点をまとめました。

※本資料は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護につい
ての資料です。「居宅介護」を例に各サービスに共通する事項を記
載しています。
　　遵守すべき法令等の一部のみを記載していますので、各サービス
の事業の運営に当たっては、各々のサービスに該当する法令等を
必ずご確認ください。

※本資料内では、一部の法令等の名称について、略称で示してい
ます。　詳細は、P69「主な関係法令等一覧」をご確認くだい。



内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意

　　３　サービスの提供の記録

　　４　初回加算算定要件について　　

　　５　居宅介護計画の作成

　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
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内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意

　　３　サービスの提供の記録

　　４　初回加算算定要件について　　

　　５　居宅介護計画の作成

　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
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〈〉

１　契約支給量の記載

〈指摘事項〉
・利用者の受給者証に指定居宅介護の内容、支給決定障
害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量その他
の必要な事項を記載していない。

　指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、
当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供する
ことを契約した指定居宅介護の量を支給決定障害者等の受
給者証に記載しなければならない。

（省令第171号第10条第１項）
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　指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に係る契約が成立したと

きは、利用者の受給者証に当該事業者及びその事業所の名称、当該指

定居宅介護の内容、当該事業者が当該利用者に提供する月当たりの指

定居宅介護の提供量（契約支給量）、契約日等の必要な事項を記載する

こと。

　なお、当該契約に係る指定居宅介護の提供が終了した場合にはその年

月日を、月途中で終了した場合には当該月で既に提供した指定居宅介護

の量を記載することとしたものである。

（障発第1206001号第３の３（２）①）
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内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意

　　３　サービスの提供の記録

　　４　初回加算算定要件について　　

　　５　居宅介護計画の作成

　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
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〈〉

２　内容及び手続の説明及び同意

〈口頭指摘事項〉
・利用申込者に対して交付する重要事項説明書に、
不足する事項（提供するサービスの第三者評価の実施状況）
を記載すること。
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 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護
の利用の申込みを行ったときは、当該利用者に係る障害の特
性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第
３１条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その
他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要
事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護
の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければな
らない。                       
                  （省令第171号第９条）

その他は何を
記載したらいいの？
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指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、
その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介
護事業所の
○運営規程の概要  ○従業者の勤務体制 
○事故発生時の対応 ○苦情処理の体制
○提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近
の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）
等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、
利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書や
パンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から
指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なけ
ればならないこととしたものである。
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 介護保険制度等の導入により、福祉サービスは従来の
措置から契約による利用制度へと移行し、より質の高い
福祉サービスの提供が求められています。
福祉サービスの「第三者評価」は、社会福祉法人等の
提供する福祉サービスの質を、事業者及び利用者以外の
公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的立場から
行う評価です。

第三者評価とは、、、
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R4.4.1～高知県福祉サービス第三者評価事業推進委員会設置要領
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2021032200112/file_contents/settiyouryou.pdf

が認証した評価機関が、書面調査や面接調査により行います。
 面接調査は、第三者評価事業の基本的な知識、評価基準に
対する理解、評価の際の着眼点や留意事項などについての研修
を修了した評価調査者によって実施されます。

第三者評価とは、、、
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「福祉サービス第三者評価事業」
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2021032200112/

第三者評価の実施状況についての詳細については
高知県地域福祉政策課のＨＰから確認できます。

第三者評価を実施していない場合は重要事項説明書内に
「第三者評価の実施 無し」
「第三者評価を実施していません」
などの記載をお願いします！



15

運営規程について確認しましょう

①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類
 及びその額
⑤通常の事業の実施地域
⑥緊急時等における対応方法
⑦事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑧虐待の防止のための措置に関する事項
⑨その他運営に関する重要事項

赤字は不足が多い項目
なので要確認！



内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意

　　３　サービスの提供の記録

　　４　初回加算算定要件について　　

　　５　居宅介護計画の作成

　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
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〈〉

３　サービスの提供の記録

　〈指摘事項〉
　・指定居宅介護の提供の記録が確認できなかった。
　・利用者から指定居宅介護を提供したことについての
　確認を受けていなかった。
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 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、
○当該指定居宅介護の提供日
○提供したサービスの具体的内容
 （例えば、身体介護と家事援助の別等）
○実績時間数
○利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項
 を、後日一括して記録するのではなく、指定居宅介護の
 サービスの提供の都度記録しなければなりません。



19

 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、
支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて
確認を受けなければなりません。    （省令第171号第19条）

３　サービスの提供の記録

利用者からの確認は、
1ヶ月分まとめて確認を受けることでも構いません。
必ず利用者から確認を受けましょう！



内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意
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　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
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〈〉

４　初回加算算定要件について

〈指摘事項〉
・初回加算の算定要件である「サービス提供責任者の訪問」
が確認できなかった
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①指定居宅介護事業所等において、新規に居宅介護計画を
作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若し
くは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に居宅介
護等を行った場合

②当該指定居宅介護事業所等のその他の居宅介護従業者
が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する
月に指定居宅介護等を行った際にサービス提供責任者が
同行した場合 

   （告示523号別表第１の２注）



内容
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　　２　内容及び手続の説明及び同意
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23



５　居宅介護計画の作成

＜指摘事例＞
・居宅介護計画に、派遣される従業者の種別について記載
していない。

①サービス提供責任者による居宅介護計画の作成

②利用者及びその同居の家族への説明と利用者及びその

　 同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等への交付

③居宅介護計画の変更
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①サービス提供責任者による居宅介護計画の作成

　サービス提供責任者（第５条第２項に規定するサービ
ス提供責任者をいう。）は、利用者又は障害児の保護者
の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的な
サービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
ればならない。

（省令第171号第26条第１項）
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①サービス提供責任者による居宅介護計画の作成

 居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把
握・分析し、居宅介護の提供によって解決すべき課題を
明らかにし（アセスメント）、これに基づき、援助の方
向性や目標を明確にし、担当する従業者の氏名、従業者
が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を
明らかにするものとする。（中略）なお、居宅介護計画
の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支
えない。

（障発第1206001号第３の３（16）②）
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①サービス提供責任者による居宅介護計画の作成

 なお、居宅介護については、派遣される従業者の種別
により所定単位数が異なる場合があることから、居宅介
護計画におけるサービス内容の記載に当たっては、派遣
される従業者の種別についても記載すること。

（障発1031001 第二の２（１）①）
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①サービス提供責任者による居宅介護計画の作成

（例）身体介護
 ア 介護福祉士、実務者研修修了者、初任者研修課程修了者（相当する研
  修課程修了者を含む。）
  ⇒ 所定単位数を算定

 イ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者（相当する研修課程修了者
  を含む。）及び実務経験を有する者
  ⇒ 所定単位数の100分の70に相当する単位数
 
 ウ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者（相当する研修課程修了者を
  含む。）であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者
  ⇒ 所定時間３時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、
   ３時間以上の場合は638単位に30分を増すごとに86単位を加算した単
   位数

（障発1031001 第二の２（１）⑨（一）） 28



②利用者及びその同居の家族への説明と
   利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事　　
   業者等への交付

 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成し
た際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明す
るとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の
家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定
計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う者に交付し
なければならない。

（省令第171号第26条第２項）
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令和６年４月１日から指定特定相談支援
事業者等への交付も必要となりました。



③居宅介護計画の変更

 サービス提供責任者は、第１項の居宅介護計画作成後
においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、
必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。
 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する居宅介護
計画の変更について準用する。

（省令第171号第26条第３項及び第４項）
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内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意

　　３　サービスの提供の記録

　　４　初回加算算定要件について　　

　　５　居宅介護計画の作成

　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
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〈〉

６　衛生管理等

　〈指摘事項〉
・感染症の予防及びまん延防止のための訓練を実施して

いないことが認められた。

　

　

32

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、
発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を
定期的（年１回以上）に行うことが必要です。

省令171号第34条（衛生管理等）を
もう一度確認してみましょう！



６　衛生管理等
（感染症の予防及びまん延の防止のための措置）

①感染対策委員会の開催とその結果の周知

②感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

③感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
の実施
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①感染対策委員会の開催とその結果の周知

 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びま
ん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話
装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる
ものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果
について、従業者に周知徹底を図ること。

（省令第171号第34条第３項第１号）
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①感染対策委員会の開催とその結果の周知

 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするととも
に、専任の感染対策を担当する者を決めておくことが必
要である。感染対策委員会は、利用者の状況など指定居
宅介護事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、
定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を
勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。

（障発第1206001号第３の３（24）②ア）
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②感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びま
ん延の防止のための指針を整備すること。

（省令第171号第34条第３項第２号）
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指針をもう一度確認し、
職員に周知しましょう！



平常時の対策

37

  ・指定居宅介護事業所内の衛生管理（環境の整備等）
  ・支援にかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等

発生時の対応
  ・発生状況の把握
  ・感染拡大の防止
  ・医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の
  関係機関との連携
  ・行政等への報告等

  また、発生時における指定居宅介護事業所内の連絡体制や
  上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。

（障発第1206001号第３の３（24）②イ）



③感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
の実施

 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感
染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定
期的に実施すること。

（省令第171号第34条第３項第３号）

 職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定居宅介護
事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採
用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実
施内容についても記録することが必要である。

（障発第1206001号第３の３（24）②ウ）
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③感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
の実施

 また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時
の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以
上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時にお
いて迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内
容に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認や、感染対策
をした上での支援の演習などを実施するものとする。

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上
及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが
適切である。

（障発第1206001号第３の３（24）②ウ）
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感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練に
ついては、感染症の業務継続計画のものと
一体的に実施することでも差し支えありません。

研修及び訓練を忘れず必ず行いましょう！

③感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
の実施
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６　衛生管理等

【参考資料】

「訪問系障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マ
ニュアル」（令和２年12月）厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉
部
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_houmon-
2_s.pdf

「障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き」
（令和４年３月）MS&ADインターリスク総研株式会社
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000712997.pdf



内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意

　　３　サービスの提供の記録

　　４　初回加算算定要件について　　

　　５　居宅介護計画の作成

　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
42



７　虐待の防止

　　＜指摘事例＞
　　・虐待防止委員会を開催していない。
　　・虐待の防止のための研修を実施していない。
　　・担当者を設置していない。
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①虐待防止検討委員会の開催とその結果の周知

②虐待の防止のための研修の実施

③担当者の配置

④虐待防止のための指針の作成

⑤虐待防止措置未実施減算※ 
（※①から③のいずれかを実施していない場合）

虐待の発生又は再発を防止するための措置



①虐待防止検討委員会の開催とその結果の周知

 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための
対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。）を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

（省令第171号第40条の２第１号）
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①虐待防止検討委員会の開催とその結果の周知

同条第１号の虐待防止委員会の役割は、
○虐待防止のための計画づくり
（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善する  
 ための実施計画づくり、指針の作成）
○虐待防止のチェックとモニタリング
（虐待が起こりやすい職場環境の確認等）
○虐待発生後の検証と再発防止策の検討
（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発
 防止策を検討、実行）の３つがある。
              （障発第1206001号第３の３（31）①）



　虐待防止委員会を開催した際に、

　具体的に、次のような対応を想定していますか？

①虐待防止検討委員会の開催とその結果の周知
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 ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案に
  ついて報告するための様式を整備すること。
 
 イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するととも
  に、アの様式に従い、虐待について報告すること。

 ウ 虐待防止検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、
  分析すること。

 エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待
  の発生原因､結果等をとりまとめ､当該事例の再発防止策を検討する
  こと。
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 オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、
  当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。

 カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

 キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。

委員会を開催する際はぜひ
これらを検討しましょう！



②虐待の防止のための研修の実施

　当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐
待の防止のための研修を定期的に実施すること。

（省令第171号第40条の２第２号）
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②虐待の防止のための研修の実施

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指
定居宅介護事業所の虐待防止委員会が作成した研修プロ
グラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）す
るとともに、新規採用時には、必ず虐待防止の研修を実
施することが重要である。
 また、研修の実施内容について記録することが必要で
ある。なお、研修の実施は、施設内で行う職員研修及び
協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事
業所が参加した場合でも差し支えない。

（障発第1206001号第３の３（31）③）
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介護事業と合同で研修を実施している場合、
研修の内容が「高齢者虐待の防止」に
限定されていないか確認してください！



③担当者の配置

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を
置くこと。

（省令第171号第40条の２第３号）

 同条第３号の虐待防止のための担当者については、サービス提供
責任者等を配置すること。

 （障発第1206001号第３の３（31）④）

53

担当者を
決めていますか？



④虐待防止のための指針の作成

 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のため
の指針」を作成することが望ましい。
ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
オ 虐待発生時の対応に関する基本方針
カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

（障発第1206001号第３の３（31）②）
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⑤虐待防止措置未実施減算　

 指定障害福祉サービス基準第40条の２（指定障害福祉
サービス基準第43条の４及び第48条第１項において準用
する場合を含む。）に規定する基準を満たしていない場
合は、所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定
単位数から減算する。

（告示第523号別表第１の１注19）
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⑤虐待防止措置未実施減算

 当該減算については、次の㈠から㈢までに掲げる場合
のいずれかに該当する事実が生じた場合であって速やか
に改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じ
た月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県
知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から
改善が認められた月までの間について、利用者全員につ
いて所定単位数から減算することとする。

（障発第1031001号第２の１（15））
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㈠ 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に
 基づき求められる虐待防止委員会を定期的に開催していない場合。
  具体的には１年に１回以上開催していない場合とする。（中略）

㈡ 虐待の防止のための研修を定期的に実施していない場合。
  具体的には、研修を１年に１回以上実施していない場合とする。

㈢ 虐待防止措置（虐待防止委員会の開催及び虐待の防止のための研修
 の実施）を適切に実施するための担当者を配置していない場合 

いずれかに該当すると、
減算の対象となるので要確認！



➄虐待防止措置未実施減算

(例) 12月15日に運営指導を実施。虐待の防止のための研修を実施してい
  ないことが認められた。
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12月 １月 ２月 ３月

１月から
最低３か月間減算

３月後である３月に改善状況を
障害福祉課に報告
→改善が認められると減算終了

速やかに改善計画を
障害福祉課に提出

 事実が生じた
 ＝運営基準を満たして
 いない状況が確認された

４月
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４　虐待の防止

虐待防止の対応等について

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の
手引き（施設・事業所従業者向けマニュアル）」（令和
６年７月）
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生
活・発達障害者支援室
こども家庭庁支援局障害児支援課
https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf



内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意

　　３　サービスの提供の記録

　　４　初回加算算定要件について　　

　　５　居宅介護計画の作成

　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
60



８　身体拘束等の禁止

＜指摘事例＞
・身体拘束適正化検討委員会を開催していない。
・身体拘束等の適正化のための指針を整備していない。
・身体拘束等の適正化のための研修を実施していない。

①身体拘束等の原則禁止　
②やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続きと記録　
③身体拘束適正化検討委員会の開催とその結果の周知
④身体拘束等の適正化のための指針の整備
⑤身体拘束等の適正化のための研修の実施
⑥身体拘束廃止未実施減算
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①身体拘束等の原則禁止

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっ

ては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利

用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」とい

う。）を行ってはならない。
（省令第171号第35条の２第１項）
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②やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続きと記録

 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う
場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を
記録しなければならない。

（省令第171号第35条の２第２項）

 なお、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一
時性の三つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の
確認等の手続きを行った旨を記録しなければならない。

（障発第1206001号第３の３（26）①）
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切迫性

64

 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険に
さらされる可能性が著しく高いことが要件となります。
 切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本
人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体
拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命又は身
体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があ
ります。



非代替性

65

 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法が
ないことが要件となります。非代替性を判断する場合には、
まず身体拘束を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討
し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から、
他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要が
あります。
 また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応
じて最も制限の少ない方法を選択する必要があります。



一時性

66

 身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件と
なります。一時性を判断する場合には、本人の状態像等に
応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があ
ります。      
    （『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』）



67

やむを得ず身体拘束を行うときは、組織として慎重に検討や決定をした
うえで､本人や家族に十分な説明をして了解を得ることが必要となります｡
行政に相談・報告して、行動制限・身体拘束も含めた支援についての理解を得る
ことも重要です。
また、身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。
        （『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』）

②やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続きと記録

・組織による決定と個別支援計画への記載
・本人・家族への十分な説明
・行政への相談、報告
・必要な事項の記録



③身体拘束適正化検討委員会の開催とその結果の周知

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。）を定期的に開催するとともに、その結果につい
て、従業者に周知徹底を図ること。

（省令第171号第35条の２第３項第１号）

68

「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」は、
事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の責
務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等
の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要であ
る。         （障発第1206001号第３の３（26）②）
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③身体拘束適正化検討委員会の開催とその結果の周知

 なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年
に１回は開催することが必要であるが、虐待防止委員会
と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可
能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運
営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適
正化について検討する場合も含む。）も差し支えない。

（障発第1206001号第３の３（26）②）



③身体拘束適正化検討委員会の開催とその結果の周知

 身体拘束適正化委員会を開催した際に、

　具体的に、次のような対応を想定していますか？
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 ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。

 イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録する
  とともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。

 ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を
  集計し、分析すること。
   なお､イにより報告された事例がない場合にも､身体拘束等の未然
  防止の観点から､利用者に対する支援の状況等を確認することが必要
  である。
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 エ 事例の分析に当たっては､身体拘束等の発生時の状況等を分析し､
  身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と
  廃止へ向けた方策を検討すること。

 オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

 カ 廃止へ向けた方策を講じた後に､その効果について検証すること｡

委員会を開催する際はぜひ
これらを検討しましょう！



④身体拘束等の適正化のための指針の整備

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
（省令第171号第35条の２第３項第２号）

 「身体拘束等の適正化のための指針」に、
  次のような項目を盛り込んでいますか？
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 ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に

   関する事項

 ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

 エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に

   関する基本方針

 オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

 カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

カは不足する事項として指摘が多いです！



⑤身体拘束等の適正化のための研修の実施

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定
期的に実施すること。

（省令第171号第35条の２第３項第３号）

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護
事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を
実施（年１回以上）するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等
の適正化の研修を実施することが重要である。
 また、研修の実施内容について記録することが必要である。

（障発第1206001号第３の３（26）④）
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⑥身体拘束廃止未実施減算

 指定障害福祉サービス基準第35条の２第２項又は第３項（指定障
害福祉サービス基準第43条の４において準用する場合を含む。）に
規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の１に相
当する単位数を所定単位数から減算する。

（告示第523号別表第１の１注18）
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⑥身体拘束廃止未実施減算

 当該減算については、次の㈠から㈣までに掲げる場合
のいずれかに該当する事実が生じた場合であって速やか
に改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じ
た月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県
知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から
改善が認められた月までの間について、利用者全員につ
いて所定単位数から減算することとする。

（障発第1031001号第２の１（14））



⑥身体拘束廃止未実施減算

㈠ 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設
基準の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録が
行われていない場合。なお、施設等において身体拘束等
が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場
合である点、緊急やむを得ない理由については、切迫性、
非代替性、一時性の三つの要件全てを満たし、かつ、組
織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記
録しなければならない点に留意すること。

（障発第1031001号第２の１（14）③） 78
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㈡  指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設
基準の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化のた
めの対策を検討する委員会を定期的に開催していない場合。
具体的には、１年に１回以上開催していない場合。
（中略）

㈢ 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
場合。

㈣ 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施し
ていない場合。具体的には、研修を１年に１回以上実施
していない場合。



⑥身体拘束廃止未実施減算

(例) 12月15日に運営指導を実施。身体拘束廃止のための指針を整備してい
  ないことが認められた。

80

 

12月 １月 ２月 ３月

１月から
最低３か月間減算

３月後である３月に改善状況を
障害福祉課に報告
→改善が認められると減算終了

速やかに改善計画を
障害福祉課に提出

 事実が生じた
 ＝運営基準を満たして
 いない状況が確認された

４月



81

８　身体拘束等の禁止

身体拘束等の適正化の体制整備等について

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」
（令和６年７月）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課地域生活・発達障害者支援室 こども家庭庁支援局障害児支援課
https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf

「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取
組事例集」（令和４年３月）PwC コンサルティング合同会社
https://www.mhlw.go.jp/content/000984210.pdf



内容

　　１　契約支給量の記載

　　２　内容及び手続の説明及び同意

　　３　サービスの提供の記録

　　４　初回加算算定要件について　　

　　５　居宅介護計画の作成

　　６　衛生管理等

　　７　虐待の防止

　　８　身体拘束等の禁止

　　９　業務継続計画の策定等
82



９　業務継続計画の策定等

①業務継続計画の策定と必要な措置
②業務継続計画の周知と研修及び訓練の実施
③業務継続計画の見直しと変更
④業務継続計画未策定減算

83



①業務継続計画の策定と必要な措置

 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時に
おいて、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を
図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策
定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ
ばならない。

（省令第171号第33条の２第１項）
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感染症に係る業務継続計画

85

  

  １ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に
   向けた取組の実施、備蓄品の確保等）
  ２ 初動対応
  ３ 感染拡大防止体制の確立
   （保健所との連携、濃厚接触者への対応、
     関係者との情報共有等）



災害に係る業務継続計画

86

 １ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、
  電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、
  必要品の備蓄等）
 ２ 緊急時の対応
  （業務継続計画発動基準、対応体制等）
 ３ 他施設及び地域との連携
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①業務継続計画の策定と必要な措置

【参考資料】

「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発
生時の業務継続ガイドライン」（令和２年12月）厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部
https://www.mhlw.go.jp/content/000752361.pdf

「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガ
イドライン」（令和３年３月）厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000756659.pdf



②業務継続計画の周知と研修及び訓練の実施

　指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画
について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施しなければならない。

（省令第171号第33条の２第２項）
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②業務継続計画の周知と研修及び訓練の実施

 従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以
上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施す
ることが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。

 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した
場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、指定
居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合
に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものと
する。
 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上
及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが
適切である。

（障発第1206001号第３の３（23）③及び④） 89
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感染症の業務継続計画に係る研修及び訓練については、
感染症の予防及びまん延の防止のためのものと一体的に
実施することでも差し支えありません。

研修及び訓練を忘れず必ず行いましょう。

②業務継続計画の周知と研修及び訓練の実施



③業務継続計画の見直しと変更

 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直
しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの
とする。

（省令第171号第33条の２第３項）
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④業務継続計画未策定減算　令和７年４月１日から適用

 指定障害福祉サービス基準第33条の２第１項（指定障
害福祉サービス基準第43条の４及び第48条第１項におい
て準用する場合を含む。）に規定する基準を満たしてい
ない場合は、所定単位数の100分の１に相当する単位数
を所定単位数から減算する。

（告示第523号別表第１の１注17）
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おわりに

　運営指導におけるその他の指摘事例については、福祉指導課
ホームページや高知県庁の県民室において公開しています。

「障害福祉サービス事業者等運営（実地）指導・監査結果
　（令和２年度～令和７年度）」
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018012600567/

ご静聴、ご精読、ありがとうございました。
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主な関係法令等一覧

・省令第171号：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害
 福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号）
・障発第1206001号：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
 障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成18年12月６日付
 け障発第1206001号）
・告示第523号：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害
 福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18
 年厚生労働省告示523号）
・障発第1031001号：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
 障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の
 制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日付け障発第1031001号）
・『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』：『障害者福祉施設等におけ 
 る障害者虐待の防止と対応の手引き（施設・事業所従業者向けマニュアル）』（令和６年７
 月）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室こども家
 庭庁支援局障害児支援課


